
四日市市告示第１９２号 

四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 令和４年３月３１日 

四日市市長 森 智広 

 

   四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民が主体となって運行するバスの強化促進事業に対し補助

金を交付することにより、利用促進活動の活性化を図り、もって地域住民の利便

性と福祉の向上に資することを目的とする。  

（補助対象事業者） 

第２条 補助対象事業者は、四日市市市民自主運行バス事業補助金交付要綱（平

成15年告示95号）第２条に掲げる事業（以下「市民自主運行バス事業」とい

う。）を実施する主体とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、市民自主運行バス事業の利用促進等の経営改善事業とす

る。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額の合計額とする。ただし、

算出された額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

(1) 運賃収入の２分の１ 上限５０万円 

(2) バス路線の沿線地域等による支援・協力金の２分の１ 上限２００万円 

（交付の申請） 

第５条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、四日市市市民

自主運行バス強化促進事業費補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 市民自主運行バス事業の地域における位置付け・役割、利用者数、収支、定

量的な目標・効果、当該年度に取り組む利用促進活動などを具体的に記載した

経営改善計画 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類  



（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、

その内容を審査のうえ、交付決定を行い、四日市市市民自主運行バス強化促進

事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達

成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。  

３ 第１項の場合において、補助金の不交付を決定したときは、四日市市市民

自主運行バス強化促進事業費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、

申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第７条 前条第１項の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定

の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日か

ら１５日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定は、なかったものとみなす。 

 （計画の変更） 

第８条 第６条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助

事業者」という。）が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の

計画の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合又は補助事業を中止

し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市市民自主運行バ

ス強化促進事業費補助金変更承認申請書（第４号様式）を提出し承認を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと

認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における２０パーセント

以内の変更をいう。 

（変更決定） 

第９条 市長は、前条の規定による補助事業の計画変更承認の申請があったときは、

変更内容を審査し、変更を承認したときは、四日市市市民自主運行バス強化促進

事業費補助金変更決定通知書（第５号様式）により補助事業者に通知するものと

する。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して２



０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに四日市市

市民自主運行バス強化促進事業費補助事業完了実績報告書（第６号様式）に次の

各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 経営改善計画の評価書（第７号様式） 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類  

 （額の確定） 

第１１条 市長は、前条の完了実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市市民自主運行バス

強化促進事業費補助金の額の確定通知書（第８号様式）により補助対象事業者に

通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１２条 補助対象事業者は、市からの補助金の支払いを受けようとするときは、

補助金支払請求書（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反し

たとき。 

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(2) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。 

(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。  

（補助金の整理） 

第１４条 補助事業対象者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支

出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしてお

かなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、

補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければなら

ない。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、当該取り消した部分に係る補助金が既に交付されているときは、期限を定め

てその返還を命ずるものとする。 



（検査） 

第１６条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報

告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。  

（補助金の評価） 

第１７条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につ

いて十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止そ

の他の適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の

失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。  

（都市整備部都市計画課） 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日   

 

   四日市市長 

 

（申請者）           

所在地            

名 称            

代表者             

 

  四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付申請書 

 

  四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金        円を交付

されるよう、四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付要綱第５条の

規定により、申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

 

所在地            

名 称            

代表者            

 

 

四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで交付申請のあった四日市市市民自主運行バス強化促

進事業費補助金については、四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付

要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

        年  月  日 

 

四日市市長        印   

 

記 

 

 １ 補助金の額   金         円 

 

 ２ 補助金の対象となる事業 

 

 ３ 補助金の交付の条件 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

 

 

所在地            

名 称            

代表者            

 

 

四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金不交付決定通知書 

 

      年  月  日付けで交付申請のあった四日市市市民自主運行バス強化促

進事業費補助金については、下記の理由により不交付とすることに決定したので、四日

市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付要綱第６条第３項の規定により通

知します。 

 

        年  月  日 

 

四日市市長        印   

 

記 

 

 １ 理由 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第８条関係） 

年  月  日   

 

 

   四日市市長 

 

（申請者）           

所在地            

名 称            

代表者            

 

  四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金変更承認申請書 

 

      年度における市民自主運行バス事業について、四日市市市民自主運行バス強

化促進事業費補助金交付要綱第８条の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 １ 補助金変更申請額   金           円 

 

 ２ 変更の理由 

 

 ３ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第９条関係） 

第  号   
 

所在地            

名 称            

代表者            

 

四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金変更決定通知書 

 

      年  月  日付けで交付申請のあった四日市市市民自主運行バス強化促

進事業の計画変更を承認したので、四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助

金交付要綱第９条の規定に基づき、補助金の交付決定を下記のとおり変更し、通知します。 

 

        年  月  日 

 

四日市市長        印   

 

記 

 

 １ 変更決定額     金            円 
 

 ２ 計画変更の内容 
 

 ３ 補助金の交付の条件 

 

 

 



様式第６号（第１０条関係） 

年  月  日   

 

 

   四日市市長 

 

（申請者）           

所在地            

名 称            

代表者            

 

 

四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金  

実 績 報 告 書 

 

  年  月  日付けで交付決定を受けた四日市市市民自主運行バス強化促進事業

費補助金について、事業を完了したので、四日市市市民自主運行バス強化促進事業

費補助金交付要綱第１０条の規定に基づき下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 実施事業の内容 

 

 ２ 添付書類 

  (１) 経営改善計画の評価書（第７号様式） 

  (２) 事業の記録写真など 

  (３) 収支の分かる書面 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条関係） 

経営改善計画の評価書（  年  月～  年  月） 

 

目標 目標を達成するための取組 達成状況・分析 評価・次年度に向けた課題や取組 備考 

     

 



 

様式第８号（第１１条関係） 

第  号   

 

 

所在地            

名 称            

代表者            

 

 

四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金の額の確定通知書 

 

      年  月  日付けで交付申請のあった四日市市市民自主運行バス強化促

進事業費補助金については、下記のとおり交付することを決定し、あわせてその額を確

定したので、四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金交付要綱第１１条の

規定により通知します。 

 

        年  月  日 

 

四日市市長        印   

 

記 

 

 １ 補助金の額   金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９号（第１２条関係） 

 

 

請 求 書 

 

四日市市長 

 

 

 
 

金              円 

 
 

  ただし、四日市市市民自主運行バス強化促進事業費補助金として上記の金額を請

求します。 

 

 

 

年  月  日   

 

所在地            

名 称            

代表者           印 

※署名又は記名押印 

 

 

 


